
所管課
位置
づけ

№ 取組業務
数値
目標

うち
財政
効果

1
秘書企画課 (1)① 1 行政需要等に応じた組織・機構の構築

2
秘書企画課 (1)① 2 年次有給休暇等の取得促進

3
秘書企画課 (1)① 3 時間外勤務の縮減

4
秘書企画課 (1)② 4 人材育成基本方針の推進

5
秘書企画課 (1)③ 6 職員数の最適化

6
秘書企画課 (2)② 15 ふるさといわくら応援寄附金の積極的な推進

7
秘書企画課 (3)② 28 民間活力の活用を検討する仕組みの構築

8
秘書企画課 (3)③ 38 施策評価における外部評価の導入

9
協働推進課 (3)② 29 市民プラザ及び市民活動支援センターにおける民間活力の活用

10
協働推進課 (4)① 41 ホームページの活用

11
協働推進課 (4)② 43 業務システムの最適化

12
協働推進課 (4)③ 44 市民との協働による広報紙づくり

13
協働推進課 (4)③ 45 広聴活動の充実と的確な情報発信

14
協働推進課 (4)④ 47 セキュリティレベルの向上

15
行政課 (2)① 13 使用料、手数料等の適正化

16
行政課 (2)② 16 土地開発基金保有土地の適正化

17
行政課 (2)② 17 公共施設の活用による財源確保

18
行政課 (2)③ 19 将来にも責任ある計画的な予算編成

19
行政課 (2)④ 22 広報・ホームページ等の活用による財政情報の提供

20
行政課 (2)④ 23 市債残高の削減 ○

21
行政課 (3)② 30 民間委託等の導入に伴うモニタリングの仕組みと基準等の整理

22
危機管理課 (3)② 31 民間企業等との災害時応援協定の締結

23
市民窓口課 (2)① 7 後期高齢者医療保険料の収納率の向上 ○ ○

24

環境保全課
健康課

(4)① 42 電子申請機会の拡大

25
税務課 (2)① 8 市税の収納率の向上 ○ ○

26
税務課 (2)① 14 クレジットカード収納の実施

27
福祉課 (3)① 26 コミュニケーション支援の充実

28
長寿介護課 (2)① 9 介護保険料の収納率の向上 ○ ○

第２期岩倉市行政経営プラン行動計画　一覧（課順）



29
健康課 (3)① 27 がん検診等のセット受診の導入 ○

30
商工農政課 (2)② 18 新たな企業誘致による市税収入の増 ○

31
都市整備課 (3)④ 36 公共施設の最適な配置

32
維持管理課 (3)④ 37 排水機場・公園施設・橋梁の長寿命化と適切な維持管理

33
上下水道課 (2)⑤ 24 上水道事業の健全経営 ○ ○

34
上下水道課 (2)⑤ 25 下水道事業の健全経営

35
上下水道課 (3)④ 39 計画的な基幹管路の耐震化 ○

36
会計課 (2)③ 20 支給物品等の消耗品購入費の削減

37
消防本部総務課 (2)② 5 救急業務の高度化 ○

38
消防署 (3)② 32 救命知識・技術の普及啓発による救急救命率の向上 ○

39
学校教育課 (2)① 10 給食費の収納率の向上 ○ ○

40
学校教育課 (3)② 33 給食調理業務及び配送業務における民間活力の導入

41
学校教育課 (3)④ 40 学校施設の安全性の向上と適切な維持管理

42
生涯学習課 (3)② 34

生涯学習センター及び総合体育文化センターの民間活力における施設利用の
充実

43
生涯学習課 (4)③ 46 民俗資料等のデータベース化と活用

44
子育て支援課 (2)① 11 保育料の収納率の向上 ○ ○

45
子育て支援課 (2)① 12 放課後児童健全育成手数料の収納率の向上 ○ ○

46
監査委員事務局 (3)② 35 指定管理者監査の実施

47
― (2)③ 21 経常経費の削減 ○

47 項目 13 8



第２期岩倉市行政経営プラン行動計画及び平成28年度計画

28 29 30 31 32

　地方分権の進展や新たな行政課題に的
確かつ柔軟に対応し、効率的な行政サービ
スを継続していくことのできる組織運営と市
民にわかりやすい組織づくりを行う。
　また、必要に応じて組織や機構の枠を超
えたプロジェクトチームなどを編成し、戦略
的かつ弾力的に課題解決に取り組む。

　職員の適性や能力等を反映した職員配置と
柔軟な組織体制を構築することにより、効果
的・効率的な行政運営を行うことができるとと
もに、市民サービスの向上が図られる。

実施 実施 実施 実施 実施 ・平成27年度に実施した組織機構改
革について、職員に対してアンケート
を実施し、検証を行う。

　年次有給休暇等の取得について、次世代
育成支援対策推進法に基づき策定した市
特定事業主行動計画に規定する取組（年
次有給休暇の取得促進・連続休暇等の取
得促進・子どもの看護のための特別休暇
の取得促進等）を推進する。

　職務に専念しながら、職員が安心して結婚、
出産、子育て、介護ができる「働きやすい職場
環境」づくりが図られる。

実施 実施 実施 実施 実施

　時間外勤務手当の縮減、職員の健康保持
及び仕事と家庭との調和が図られる。

実施 実施 実施 実施 実施

　市人材育成基本方針に基づき、日々の仕
事を通じて職員を育てる職場環境の構築、
職員の能力や資質を伸ばす職員研修の実
施、職員の意欲を高め、身に付けた知識や
能力を生かす人事管理に取り組む。

　やりがいを持って職務に取り組むことによ
り、職員の成長や組織の総合力の向上が見
込まれる。

実施 実施 実施 実施 実施 ・職員一人ひとりの意識改革やスキ
ルアップのために、市人材育成基本
方針に基づき、平成28年度研修計
画、職員提案制度、業務改善運動な
どに取り組む。

　救急業務の高度化に対応する専門性の高
い職員を育成し、それに続く後進の目標となる
等の波及効果を創出することにより、救命率
向上にもつながる。
目標：運用救急救命士数（処置拡大等延べ認
定数）。

9人
(27件)

9人
(29件)

10人
(33件)

11人
(36件)

12人
(39件)

・救急救命士養成研修、救急救命士
就業前研修、包括ﾌﾟﾛﾄｺｰﾙ運用講
習、薬剤投与ﾌﾟﾛﾄｺｰﾙ運用講習、処
置範囲拡大運用試験、薬剤投与指
導者試験、指導救命士養成研修の
受講及び受験をさせる。

1

2

3

5

秘書企画課

秘書企画課

行政需要等
に応じた組
織・機構の構
築

年次有給休
暇等の取得
促進

秘書企画課

⑴
人
材
の
育
成
と
効
率
的
な
組
織
運
営
の
推
進

・計画に規定する年次有給休暇の職
員の１人当たりの平均取得日数「10
日以上」を達成できるよう、また、計
画に規定するその他の取組（連続休
暇等の取得促進・子どもの看護のた
めの特別休暇の取得促進等）を推進
する。

・平成27年度実績（106時間／職員１
人当たり）を上限とする目標を掲げ、
次世代育成支援対策推進法に基づ
き策定した市特定事業主行動計画に
規定する取組（一斉定時退庁日の徹
底や時間外勤務の縮減のための意
識啓発等）を推進する。

消防本部総
務課

救急業務の
高度化

　救急救命士の新規養成、処置拡大等研
修受講、指導者の養成に取り組む。

※救急救命士の認定資格
包括下除細動、気管挿管、薬剤投与、処置
拡大（心肺機能停止前の静脈路確保と輸
液、血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ
糖溶液の投与）、薬剤投与指導者、指導救
命士　他

時間外勤務
の縮減

①
組
織
の

適
化
と
働
き
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り

　ノー残業デー及び育児の日の推進、管理
職員の業務マネジメントの推進、時間管理
の手法などを取得する研修を実施する。ま
た所属ごとにミーティングや朝礼を実施し、
業務の確認・調整を行い、業務効率をあげ
るためのスケジュール管理に取り組む。

人材育成基
本方針の推
進

4

№
行政経営プラ
ンの位置づけ

取組業務 所管課 取組内容
年度目標

効果見込 平成28年度の計画

②
人
材
育
成
の
推
進

秘書企画課
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28 29 30 31 32

№
行政経営プラ
ンの位置づけ

取組業務 所管課 取組内容
年度目標

効果見込 平成28年度の計画

　再任用職員・嘱託職員・パート職員の任
用・雇用及び高度な専門知識を持った人材
の育成・採用をするとともに、職員の適性
や能力等を反映した職員配置、市民ニーズ
や業務量に見合った職員数の管理に努め
る。

　 適な職員配置や職員数の管理を行うこと
により、効果的・効率的な行政運営を行うこと
ができる。

実施 実施 実施 実施 実施 ・所属長からの職員配置要望書の提
出により、ヒアリングを実施し、各課
の業務量にあった 適な職員数を算
定する。

　安定的な後期高齢者医療制度の運営と
負担の公平性を確保するため、効果的な
収納対策に取り組む。
　新たな滞納者の発生を防ぐため、高齢者
に配慮した通知をするとともに電話や訪問
により納付を促す。また、納付忘れを防ぐ
ため、口座振替を勧奨する。

99.60 ％
（現年度

分）
99.11 ％
（うち普通
徴収分）

99.62 ％
（現年度

分）
99.13 ％
（うち普通
徴収分）

99.64 ％
（現年度

分）
99.15 ％
（うち普通
徴収分）

99.66 ％
（現年度

分）
99.17 ％
（うち普通
徴収分）

99.68 ％
（現年度

分）
99.19 ％
（うち普通
徴収分）

（市税）
現年

99.10％
滞繰

24.00％
（国保）
現年

91.00％
滞繰

23.44％

（市税）
現年

99.15％
滞繰

24.15％
（国保）
現年

91.25％
滞繰

23.46％

（市税）
現年

99.20％
滞繰

24.30％
（国保）
現年

91.50％
滞繰

23.48％

（市税）
現年

99.25％
滞繰

24.40％
（国保）
現年

91.75％
滞繰

23.49％

（市税）
現年

99.30％
滞繰

24.50％
（国保）
現年

92.00％
滞繰

23.50％

99.00％
（現年度

分）
89.00％

（うち普通
徴収分）

99.05％
（現年度

分）
89.50％

（うち普通
徴収分）

99.10％
（現年度

分）
90.00％

（うち普通
徴収分）

99.15％
（現年度

分）
90.50％

（うち普通
徴収分）

99.20％
（現年度

分）
91.00％

（うち普通
徴収分）

・文書による毎期ごとの督促のほ
か、電話で督促を行い新規滞納の抑
制を図る。
・年２回の一斉徴収にあわせ、夜間
徴収も実施する。また、一斉徴収の
翌月に面談できなかった人へ再度電
話催促を実施する。
・滞納により、介護サービスの制限が
生じる旨、説明を十分に行う。
・滞納者の状況によっては、分納誓
約書の提出を求める。

介護保険料
の収納率の
向上

6

7

⑴
人
材
の
育
成
と
効
率
的
な

組
織
運
営
の
推
進

職員数の
適化

秘書企画課

市民窓口課

税務課

長寿介護課

後期高齢者
医療保険料
の収納率の
向上

市税の収納
率の向上

①
歳
入
確
保
の
強
化

　歳入確保への取組を実施しながら、県内の
平均収納率を目標に収納率の向上を図る。

収納率目標
　32年度　市税99.30％　滞納繰越分24.50％
　　　　　　 国保92.00％　滞納繰越分23.50％

※27年度　市税99.07％　滞納繰越分23.97％
　　　　　　　国保90.97％　滞納繰越分23.42％
　27年度（県内平均）
　　　　　　　市税99.35％　滞納繰越分28.12％
　　　　　　　国保93.66％　滞納繰越分21.40％

　現年分の未納額発生を抑えることで累積滞
納額の拡大を抑制するとともに過年度分の徴
収に努めて徴収額の向上を目指す。

収納率目標（現年度分）
　32年度  99.20％、91.00％（うち普通徴収分）

※27年度 98.95％、
過去５年間の平均：99.02％、
88.69％（うち普通徴収分）
過去５年間の平均：90.27％

26年度（県内平均）
99.08％、（うち普通徴収分）90.26％

　分かりやすく伝えることにより納付に繋げ、
収納率の向上を図る。また口座振替を勧奨す
ることにより、納め忘れや初期未納を防ぎ、新
たな滞納者の発生を抑制する。

収納率目標（現年度分）
　32年度　99.68 ％、99.19 ％（うち普通徴収
分）

※27年度　99.58％　（県内平均：99.56％）、
　　　　　　　99.09％（うち普通徴収分）（県内平
均：99.09％）

8

9

⑵
持
続
可
能
な
財
政
基
盤
の
確
立

　安定的な税収を確保するために、現年の
普通徴収課税分は、口座振替納付を推進
する。
　滞納者には財産調査を徹底し、担税能力
がありながら納付がない場合は、早期の滞
納処分を実施するとともに、動産等を差押
えた場合はインターネット公売を利用して効
率的な換価を実施する。

・口座振替受付サービスの市税への
拡大について、広報で周知するととも
に、窓口において口座振替納付を勧
奨する。
・国民健康保険税の口座振替の原
則化を行い、新規加入者等を対象に
窓口において口座振替納付を勧奨
する。
・自主的な納付が見込めない滞納者
に対しては、行政区別に担当者を設
け、徹底した財産調査を行い、差押
えを執行する。

・督促状送付時に、納付を促す分か
りやすい文書を同封する。
・初期未納者には督促状送付後に電
話催告を行い、滞納者には納付相談
を実施し納付を促す。
・制度加入時や納付書発送時に口座
振替依頼書を同封するとともに、口
座振替受付サービスを周知し、口座
振替を勧奨する。
・年に２回（５月・12月）、徴収強化月
間を設け、電話催告や臨戸訪問によ
る徴収業務に取り組む。

③
職
員
数
の
適
正
化

　安定的な介護保険事業の運営と保険制
度としての負担と給付の公平性を確保する
ため、介護保険料の滞納者に対し、督促状
の送付や電話催告により納付を求める。ま
た、臨戸訪問による徴収を実施する。
　口座振替による納付を促し、新規滞納の
抑制を図る。
　滞納により、介護サービス利用時に制限
が生じる旨の説明を行い、納付に理解を求
める。
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28 29 30 31 32

№
行政経営プラ
ンの位置づけ

取組業務 所管課 取組内容
年度目標

効果見込 平成28年度の計画

　学校と連携し、未納額を増加させないよう
に早期から通知や面談を実施する。
　中学校を卒業した未納保護者には電話
催告や催告通知を発送するとともに、個別
面談の実施を図るなど徴収に努める。

99.93% 99.93% 99.93% 99.93% 99.93%

99.96% 99.96% 99.96% 99.96% 99.96%

　早期に未納額の発生を抑えることで収納率
の向上を図る。

収納率目標（現年度分）
　28年度～32年度までの各年度　100.0%

※27年度　100.0%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

13 行政課

　必要な行政サービスをその受益に応じた
適正な費用負担によって持続的に提供で
きるようにするため、サービス提供に係る
経費とのバランスを考慮し、応能割と応益
割の考え方により、使用料、手数料等の適
正化を図る。平成31年10月からの消費税
増税の転嫁を含め、見直しを行っていく。

検討 検討 検討 実施 実施

14 税務課

　市税の新たな納付方法として、自宅でも
納付できるクレジットカード収納を導入し、
納税者の利便性の向上を図る。

検討 検討 検討 実施 実施

13,795千
円

13,795千
円

13,795千
円

13,795千
円

13,795千
円

　クレジットカード収納は、納税通知書があれ
ばパソコンや携帯端末（スマートフォンを含
む。）などインターネットで手続きができるた
め、場所を問わず納付できるメリットがある。
カード利用時にはポイントがたまり、また、手
元に現金がなくても納付が可能であることと、
支払いをリボ払いにすれば自分で分割納付を
設定することができるなど納税者の利便性が
向上する。

・近隣市町の導入事例を把握すると
ともに、クレジットカード収納の実施
に向けて、収納代行事業者等と導入
費用の算出を行う。

使用料、手
数料等の適
正化

　受益者負担の適正化が図られる。

　県内の平均収納率は99.67％であり、前回の
行政経営プラン行動計画の目標を達成してい
るため、27年度の収納率を維持することを目
標とする。

収納率目標（現年度分）
　28年度～32年度までの各年度　99.93％

※27年度 99.93％、過去５年間の平均は
99.81%

ふるさといわ
くら応援寄附
金の積極的
な推進

　ふるさといわくら応援寄附金制度本来の
趣旨を理解した上で、地元の特産品等や
岩倉市を全国にＰＲする絶好の機会と捉
え、お礼の品を幅広く発掘するとともに、岩
倉市のふるさといわくら応援寄附金制度、
お礼の品を積極的にＰＲし、寄附金を確保
する。

15

学校教育課
給食費の収
納率の向上

10

・在校生の未納に対し学校と連携を
密にするとともに、特に卒業前に未
納がある保護者に在籍中に納付を
促す。
・平成27年度以前の中学校卒業者
や市外転居者に対し未納通知送付、
電話での納付依頼を行う。
・児童手当による納付の申出書依頼
を実施する。

・お礼の品を追加するとともに、新た
なＷＥＢサイトに参加し、ＰＲ及び寄
附機会の拡大に努める。
・そのほか、要綱を改正し、寄附金の
活用についてイメージしやすい具体
的な事業をプロジェクトとして追加す
るなど様々な見直しを行い、目標額
を達成する。

保育料の収
納率の向上

秘書企画課

⑵
持
続
可
能
な
財
政
基
盤
の
確
立

①
歳
入
確
保
の
強
化

　園児在園中に保育料が納付されるよう、
子育て支援課と保育園が連携して滞納状
況の説明など督促を実施する。
  滞納者の世帯状況等を把握し支払能力
に応じて、分納誓約書の提出を求める。

　早期に未納額の発生を抑えることで収納率
の向上を図る。

収納率目標（現年度分）
　28年度～32年度までの各年度　99.96%

※27年度　99.78%

  幅広いお礼の品の発掘、積極的なＰＲによ
り、全国に岩倉市及び特産品をＰＲすることが
でき、地域産業の振興につながる。また、多く
の岩倉市への応援の気持ちと寄附金を確保
することができる。
目標額：
28年度～32年度までの各年度 13,795千円

（積算根拠）　27年度寄附金額（歳入）－27年
度寄附金謝礼等支出額（歳出）

②
積
極
的
な
財
源
確
保

・岩倉市使用料等の見直し指針案、
料金改定案を策定する。

クレジット
カード収納の
実施

・園児の在籍中に保育料が納付され
るよう引き続き保育園と連携を図り、
未納者に対し督促・説明を行い収納
率の向上に努める。

12

放課後児童
健全育成手
数料の収納
率の向上

子育て支援
課

　子育て支援課と放課後児童クラブが連携
し収納率100％を維持する。また、滞納者に
ついては、世帯状況等を把握しながら支払
能力に応じ分納誓約書の提出を求める。

・児童の在籍中に放課後児童健全育
成手数料が納付されるよう引き続き
未納者に対し督促・説明を行い収納
率の向上に努める。

子育て支援
課

11
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28 29 30 31 32

№
行政経営プラ
ンの位置づけ

取組業務 所管課 取組内容
年度目標

効果見込 平成28年度の計画

検討 実施 実施 実施 実施

　公共施設の空きスペースを効率的に活用す
ることで、新たな財源の確保につながる。

研究 研究 実施 実施 実施

　将来的に、企業の新設又は増設や雇用促進
による税収増が見込める。
目標件数：28年度～32年度までの各年度 １件

1件 1件 1件 1件 1件

　適正かつ厳格な予算執行が期待できる。 検討 実施 実施 実施 実施

　支給物品等の消耗品は、全職員が使用する
ものであるため、全体の中で各所属が使用し
ている件数と費用を庁内に周知して全職員の
コスト意識を高めることにより、消耗品購入費
が削減できる。
　特に内部会議資料のコピーで、再利用（裏面
利用）を行うことは、資源保護にもつながる。

実施 実施 実施 実施 実施

　予算編成時に削減を行うことにより新たな事
業費を生み出すことができる。

実施 実施 実施 実施 実施

行政課

17

商工農政課

行政課

会計課

土地開発基
金保有土地
の適正化

⑵
持
続
可
能
な
財
政
基
盤
の
確
立

16

新たな企業
誘致による
市税収入の
増

支給物品等
の消耗品購
入費の削減

20

21

18

19

　安定した税収の確保と新たな雇用の創出
を図るため、工場等新設奨励金又は増設
奨励金を積極的に周知するとともに、雇用
促進奨励金について「企業立地の促進等
に関する条例」に追加制定する。

・予算編成方針等に係る削減
　事務事業の見直し：4,745千円
　経常経費の削減：7,871千円

・庁内に向けて「会計だより」を発行
し、再生紙の削減に関することや、支
給物品の所属別要求数の集計結果
等を、職員に周知する。

　所属別の要求数と費用をとりまとめて通
知するなど、会計課から職員がコスト意識
を高めるよう情報発信を行い、支給物品等
の消耗品購入費の削減を図る。

　各課からの予算要求については、施策評
価等の結果が反映されているかを確認す
るとともに、市民意向と費用対効果を検討
する。また、資産・債務・費用等の的確な把
握と管理を行うことで、現在だけでなく将来
にも責任ある計画的な予算を編成する。

・予算編成方針で、経常経費の削減
目標を掲げて予算編成に取り組む。
施策評価等の予算反映については、
次年度からの実施に向け研究してい
く。

　予算編成時に、経常経費（旅費、需用
費、役務費等）、市単独事業委託料、その
他事務事業の見直しを行うことにより経費
の削減に努める。―

　これまで実施している広告付き電子掲示
板や広告付き案内地図の設置、自動販売
機の入札のほか、公共施設の空きスペー
スを活用した財源確保策を検討する。

・工場等新設奨励金又は増設奨励
金を市の広報やホームページで周知
するほか、雇用促進奨励金につい
て、「企業立地の促進等に関する条
例」に追加する。

行政課

　土地開発基金保有土地は、現に公共用に供
しているもの、将来的に利用予定があるもの、
事業用に供した残地など性質が異なってい
る。性質ごとに取扱いの方針を定めることで、
処分又は適正な管理を図ることができる。

・公共施設の活用による財源確保策
について、他自治体の事例を収集・
研究する。

・土地開発基金で保有している土地
について、性質ごとに区分するととも
に、適正化方針案を作成する。

②
積
極
的
な
財
源
確
保

③
歳
出
の
効
率
化

　土地開発基金保有土地について、その性
質ごとに区分し、区分ごとの取扱いの方針
を定めることで、適正な管理を図る。

公共施設の
活用による
財源確保

将来にも責
任ある計画
的な予算編
成

経常経費の
削減
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28 29 30 31 32

№
行政経営プラ
ンの位置づけ

取組業務 所管課 取組内容
年度目標

効果見込 平成28年度の計画

　財政状況の公表により、市民等にその状況
を正しく、広く認識してもらうことで、市民の信
頼を深められ、市政への直接関与とともに、施
策の可否や改善提案といった市政への間接
参画の促進効果が期待できる。

実施 実施 実施 実施 実施

　市債（一般会計）残高の削減：４億円

　毎年度の市債発行額が、元金償還額を上回
らないようにすることで市債残高が削減し、将
来の世代への負担が軽減されるとともに財政
健全化へ寄与することができる。

検討 １億円
削減

１億円
削減

１億円
削減

１億円
削減

98.81%
（水道料

金）
98.38%
(下水道
使用料）

98.85%
（水道料

金）
98.42%
(下水道
使用料）

98.89%
（水道料

金）
98.46%
(下水道
使用料）

98.93%
（水道料

金）
98.50%
(下水道
使用料）

98.97%
（水道料

金）
98.54%
(下水道
使用料）

　官庁会計では、引当金や減損損失、減価償
却の概念がなく使用料原価が適切に積算され
ないため、公営企業会計に移行することで、適
正な使用料算定の根拠とすることができる。

基本計画 資産調査
等

例規整
備・会計
システム
導入等

実施 実施

行政課

上下水道課

⑵
持
続
可
能
な
財
政
基
盤
の
確
立

④
財
政
情
報
の
公
表
と
財
政
健
全
化
へ
の
取
組

⑤
上
水
道
及
び
下
水
道
事
業
の
健
全
経
営

23

24

行政課

広報・ホーム
ページ等の
活用による
財政情報の
提供

25

22

下水道事業
の健全経営

　市債残高を削減していくために、毎年度
の市債発行額が元金償還額を上回らない
ような財政運営をしていく。なお、市債（一
般会計）残高の削減目標値を５年前(平成２
３年度）の水準に戻すために４億円とする。

　水道料金及び下水道使用料の徴収業務
は、平成20年度から民間委託により効率
化・合理化・運営体制の強化などで経営改
善を図ってきた。また、生活スタイルの変化
により料金支払い方法が多様化する等の
利用者ニーズへの対応と、きめ細かなサー
ビスの充実で収納率を向上させて財政基
盤の強化を進める。

・法適化の準備作業のうち、基本方
針（対象事業、適用範囲、スケジュー
ル等）の検討を行い、基本計画書を
とりまとめる。

・平成29年度の予算編成において、
市債発行額が、元金償還額を上回ら
ないようにする。

・収納率向上のため委託業者との打
合せを行い、夜間・休日訪問による
徴収や閉栓時の現地精算を実施す
る等、未収金が出ないよう効果的な
対策に取り組む。

　コンビニ収納や閉栓時の現地精算等の収納
サービス向上に取り組むことで収納率の向上
を図る。

収納率目標（現年度分）
　32年度 98.97%（水道料金） 98.54%(下水道使
用料）
　前年度対比で0.04ポイントの上昇を目標とす
る。

※27年度　98.77％（水道料金）、98.34％（下水
道使用料）

上下水道課

市債残高の
削減

　下水道事業に地方公営企業法を適用さ
せ、公営企業会計に移行することで経営状
況を明らかにし、一層の健全化を図る。

・予算、決算状況等の公表につい
て、より分かりやすいものに工夫す
る。

　広報紙、ホームページに掲載している予
算の概要、決算状況、財務書類４表、財政
健全化判断比率等を図、表、用語解説等を
付記し、より分かりやすいものとしていく。

上水道事業
の健全経営

5 / 10 ページ



28 29 30 31 32

№
行政経営プラ
ンの位置づけ

取組業務 所管課 取組内容
年度目標

効果見込 平成28年度の計画

実施 実施 実施 実施 実施

検討 検討 36% 38% 40%

　PPP/PFI手法の優先的検討規程の策定によ
り、岩倉市における民間活力の活用について
の方針を明確にするとともに、PPP/PFI手法
の優先的検討規程において簡易な検討の計
算表を示すことで、庁内における導入の可能
性の調査の実施に繋げることが可能となる。

検討 検討・実
施

実施 実施 実施

　民間活力を導入することで、民間の優れた
創造力、技術力、知識、経験を生かした市民
プラザの受付等業務及び市民活動支援セン
ターの運営により、市民との協働を中間支援
組織として推進することができる。

実施 実施 実施 実施 実施

29

27

①
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
充
実

②
民
間
活
力
の
積
極
的
活
用

民間活力の
活用を検討
する仕組み
の構築

協働推進課

　公共施設の整備等（運営、維持管理含
む。）の方針を検討するに当たって自ら公
共施設等の整備等を行う従来型の手法に
優先してPPP/PFI手法の導入が適切かどう
かを検討する仕組みを導入するとともに、
既存の民間委託等検討ガイドラインの見直
しを行う。

福祉課

市民プラザ
及び市民活
動支援セン
ターにおける
民間活力の
活用

28

⑶
質
の
高
い
行
政
経
営
の
推
進

26

　一度に複数の検診を受診できるようにするこ
とで、市民の利便性向上につながる。

目標　子宮頸がん検診受診率 32年度 40%
 　　　　　　　　　　　　　　（27年度実績 26.1%）
※女性特有のがんの中で、 も受診率の低い
子宮頸がん検診をセット検診とすることで受診
率の向上を目指すもの。

　市民プラザの受付等業務及び市民活動
支援センター運営業務について、民間活力
を導入する。その業務について毎年モニタ
リングを実施し、結果を運営業務に反映さ
せ、より質の高い市民サービスを行う。

・平成29年度～31年度の業務委託を
公募型プロポーザル方式とし、実
績、専門性、技術力、企画力等勘案
し、総合的な見地から判断して 適
な事業者を選定する。モニタリングの
実施要領を定めその評価を選定に
取り入れる。

　一人でも多くの人ががん検診等を受診で
きるよう、各種検診の実施日を調整し、複
数検診の同日実施を追加する。

・どの検診をセットにするのかを検討
し、業者と調整する。

　手話通訳・要約筆記の派遣など、障害の
特性に応じたコミュニケーション支援の充
実を図るため、手話奉仕員養成講座を開
催し、担い手となる手話奉仕員の養成を行
うとともに、社会福祉協議会が実施する要
約筆記入門講座への協力を行う。
　手話奉仕員になるために必要とする養成
期間の短縮や手話講座内容の充実等を図
るため、平成２９年度から２市２町（犬山
市、江南市、大口町、扶桑町）が共同で開
催している手話奉仕員養成講座に加入す
る。

・PPP/PFI手法の優先的検討規程の
方向性を示し、民間委託等検討ガイ
ドラインの見直し素案を作成する。

・手話奉仕員養成講座（基礎課程）を
市主催で開催する。（定員20人）
・要約筆記入門講座を　社会福祉協
議会の主催で開催する。（定員10人）
・29年度に向け、社会福祉協議会及
びボランティア団体への説明を行うと
ともに、２市２町へ加入依頼を行う。
・手話奉仕員養成講座や要約筆記
入門講座受講者に対して、災害時の
情報保障支援者として協力をお願い
する。

がん検診等
のセット受診
の導入

　手話奉仕員、要約筆記従事者が市内に増え
ることで、聴覚・言語障害のある人の積極的な
社会参加の促進や、災害時における支援につ
ながる。
　２市２町に加入することで、短期間での市内
手話奉仕員の増員が見込まれることや、手話
通訳者を目指す人に対し、スキルアップ講座
を受講できる環境が整うため、手話通訳者の
増員につながる。また、手話奉仕員養成講座
の委託費用の削減を図ることができる。

健康課

コミュニケー
ション支援の
充実

秘書企画課
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28 29 30 31 32

№
行政経営プラ
ンの位置づけ

取組業務 所管課 取組内容
年度目標

効果見込 平成28年度の計画

　モニタリングの仕組みと基準等の整理を行う
ことにより、適切な民間活力の導入のあり方を
判断することができ、市民サービスの拡大と効
率的な施設管理が促進される。

検討 検討 実施 実施 実施

　大規模災害時の対応を民間企業等の力を
借り円滑に行うことができる。

実施 実施 実施 実施 実施

56.00% 57.50% 60.00% 62.50% 65.00%

（業務委
託）

準備・実
施

実施 実施 実施 実施

（ｱﾚﾙｷﾞｰ
対応）
準備

準備・実
施

実施 実施 実施

（ｽﾍﾟｼｬﾙ
給食）
準備

準備・実
施

実施 実施 実施

民間委託等
の導入に伴
うモニタリン
グの仕組み
と基準等の
整理

30

31

33

⑶
質
の
高
い
行
政
経
営
の
推
進

②
民
間
活
力
の
積
極
的
活
用

32

・平成27年度から給食調理及び配送
等業務の委託に向けて準備を行い、
平成28年８月から委託を開始する。
平成28年度は食物アレルギー対応
の委員会で基本方針を定め、平成29
年度の乳と卵の除去食提供に向け
て取り組む。

　幅広い年齢層に、応急手当講習会や普
通救命講習会への受講を促し、受講者を
増加させるとともに、市内のAEDを充実させ
救急救命率の向上を図る。

　心肺停止者や重篤な傷病者が発生した場
合、近くにいるバイスタンダーが重要な役目を
果たします。バイスタンダーとなりうる市民の
救命処置を向上させることで、一人でも多くの
傷病者に対しての社会復帰が可能となる。
　
目標：心肺停止者に対するバイスタンダーの
CPR実施率（各年１～12月）
　32年 65.00%

※27年心肺停止者に対するバイスタンダーの
CPR実施率　55.6％（36件中20件）
※バイスタンダー：偶然その場に居合わせた
人
　 CPR：心肺蘇生法

救命知識・技
術の普及啓
発による救
急救命率の
向上

学校教育課

給食調理業
務及び配送
業務におけ
る民間活力
の活用

　平成28年８月から新しい学校給食セン
ターの開所に合わせ給食調理及び配送等
業務を民間に委託した。従来の学校給食セ
ンターでできなかったアレルギー対応や
シェフのスペシャルメニューの提供を行う。

　アレルギーで給食を食べることができなかっ
た児童生徒に乳と卵の除去食を提供すること
ができる。また、スペシャルメニューでは児童
生徒に給食を楽しんでもらえる。
　民間のノウハウを活用し、給食を提供するこ
とができる。

　岩倉市の防災対策として、民間企業等に
協力依頼することが適当と思われる分野
（医薬品の供給、仮設住宅、支援物資関
係、福祉避難所）の項目について、災害時
の協定を締結する。

・他自治体での協定締結状況の情報
収集と協定の内容の検討を行う。

【平成２８年度協定締結予定】
・愛知県西尾張ブロック九市災害対
応に関する相互応援協定
・災害時における地図製品等の供給
等に関する協定
・災害発生時における岩倉市と岩倉
市内郵便局の協力に関する協定

民間企業等
との災害時
応援協定の
締結

消防署

危機管理課

・市内中学生に対して普通救命講習
を実施する。
・応急手当講習会や上級及び普通救
命講習会への受講者を増加させる。
・一部の公共施設に２４時間使用可
能なAEDを設置する。

行政課

   民間委託等を行った後の評価を行うモニ
タリングについての市の統一的な仕組みと
基準等について民間活力等活用検討委員
会において整理を行い、必要な条例等の
制定や改正を行う。

・近隣自治体及び先進自治体におけ
るモニタリングの取組を収集する。
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№
行政経営プラ
ンの位置づけ

取組業務 所管課 取組内容
年度目標

効果見込 平成28年度の計画

実施 実施 実施 実施 実施

検討 実施 実施 実施 実施

計画策定 計画策定 実施 実施 実施

検討 実施 実施 実施 実施

38
施策評価に
おける外部
評価の導入

秘書企画課

総合計画の進行管理として、各施策の着
実な推進を図るため、平成23年度から実施
している施策評価について、外部評価の仕
組の導入を検討する。

　市民にとって、わかりやすい評価の仕組が
構築され、客観的評価により、適切に施策が
推進される。

検討 検討 試行実施 試行実施 試行実施 先進的な事例を調査し、効果的、効
率的な外部評価の手法の導入につ
いて、検討する。

③
事
務
事
業
の
見

直
し
と
再
編

監査委員事
務局

排水機場・公
園施設・橋梁
の長寿命化
と適切な維
持管理

36

37

34

35

②
民
間
活
力
の
積
極
的
活
用

⑶
質
の
高
い
行
政
経
営
の
推
進

④
公
共
施
設
等
の
計
画
的
な
改
修
と
有
効

活
用

　来たるべき老朽化による維持管理費の増
大に対応するため、排水機場については新
たに修繕計画を策定し、県事業及び県補
助金を活用する。また、公園施設・橋梁に
ついては引き続き長寿命化計画を定期的
に見直しながら推進する。

計画的な維持管理・更新を行うことでライフサ
イクルコストの縮減を図りつつ、各施設の安全
性・信頼性を高めることができる。

・排水機場については、点検を実施
し、補修・補強等機能保全対策修繕
計画を作成する。また、公園施設・橋
梁については、既存の長寿命化計画
を点検結果に基づき見直しをする。

維持管理課

・各施設の評価・分析を行い、施設ご
とに再配置に向けた方針、計画期間
の再編等の実施時期などをまとめた
ロードマップ、計画の象徴となるよう
な事業の検討を行う。

・生涯学習センターでは、生涯学習
講座を企画運営し、その中でもシニ
ア大学、子育て講座、子ども講座、出
前講座、市民講師による講座（学び
の郷）を平成27年度から平成31年度
までにそれぞれの講座開催数を増や
していく。また、平成27年度に立ち上
げた利用者会議（サークルを含むセ
ンター利用者等）を開催し、生涯学習
センターがより円滑に運営ができる
ように、利用者の意見を徴収する取
り組みを行う。
・総合体育文化センターでは、指定
管理者の更新に向け、現行の管理
運営方法等の改善点及び近隣の状
況を調査し、利用者の満足度の向上
が可能な仕様書及び協定書を検討し
作成する。また、指定管理者を更新
することによる負荷が利用者にかか
らないよう、準備を進めていく。

指定管理者
監査の実施

　指定管理者制度が法律、条例等に基づき
適正かつ公平に運用されているか、また、
施設管理に関する協定書の内容、事業報
告に対する履行確認及び導入の効果の測
定が適正に行われているか等を着眼点と
し、年間1団体1施設を対象として計画的に
監査を実施する。

　指定管理者が持つノウハウにより多様化す
る市民のニーズに応えることができているか、
市民サービスの向上、管理コストの節減が図
られているかなどの検証をすることにより、指
定管理者制度の適正な運用に資することがで
きる。
　また、監査は指定管理者に対する牽制的な
効果もあり、事務の効率性・適正性の客観的
な判断や不正防止を図る上で有効な手段であ
る。

・指定管理者監査の監査対象の設
定方法と監査のサイクルを検討し、
定期監査など他の監査との同時実
施などを考慮して効率的・効果的な
監査計画を策定する。
・また、他市の状況等を参考にしなが
ら、事前提出書類と監査調書の内容
を決定し、さらに監査効率を高めるた
め、その事前監査の内容を踏まえた
監査項目のチェックリストを作成す
る。

生涯学習セ
ンター及び総
合体育文化
センターの民
間活力にお
ける施設利
用の充実

　民間活力の導入により、その効果を十分
に発揮できるような環境の整備や指定管理
者との連携及び調整を行う。

　より多くの利用者に親しまれ、また、新たな
利用者を取り込むことができるような施設の管
理及び運営が可能になる。

公共施設の
適な配置

　公共施設の来るべき老朽化や人口構造、
社会的ニーズの変化に対応するため、公
共施設の長寿命化を図るとともに、施設の
統廃合も含めた今後のあり方を検討し、
適な配置の実現に向けた事業を推進して
いく。

　公共施設を維持管理、運営していく上で、今
後、公共施設としての機能を 大限に発揮さ
せることにより、修繕・更新等に係る財政負担
の軽減、平準化を図ることができる。都市整備課

生涯学習課
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28 29 30 31 32

№
行政経営プラ
ンの位置づけ

取組業務 所管課 取組内容
年度目標

効果見込 平成28年度の計画

27.0％ 36.2％ 41.0％ 47.0％ 50.5％

　施設の安全性の確保とともに、計画的な維
持管理により、近い将来に見込まれる校舎や
屋内運動場の再整備に向け、コストの縮減・
平準化や施設の長寿命化を図ることができ
る。

検討 検討 実施 実施 実施 ・他の自治体の事例等を研究する。
・施設の劣化等により是正の必要が
生じている箇所を把握する。
・点検の期間、点検の方法並びに点
検の結果についての仕様を検討す
る。

実施 実施 実施 実施 実施

検討 検討 検討 実施 実施

調査・検
討

調査・検
討

実施 調査・検
討

調査・検
討

学校施設の
安全性の向
上と適切な
維持管理

学校教育課

　文科省通知「学校施設の維持管理の徹
底について」を参考に学校施設の有資格者
による専門的な点検及び診断を定期的に
実施し、施設の損傷等を早期に発見するこ
とにより、計画的な維持管理・更新に取り組
む。

39

41

40

43

⑶
質
の
高
い
行
政
経
営
の
推
進

業務システ
ムの 適化

⑷
情
報
化
へ
の
取
組
と
市
民
と
の
行
政
情
報
の
共
有

④
公
共
施
設
等
の
計
画
的
な
改
修
と
有
効
活
用

上下水道課

42

　業務システムの更新に合わせ、事務の効
率化、サービス提供の迅速化に資するシス
テムを選定・導入する。導入後も随時、
新のシステムや情報処理技術の動向につ
いて研究し、費用対効果も見据えながら導
入を検討する。

　事務の処理速度、正確性が向上し、業務の
効率化が図られる。また、それに伴いサービ
スの質の向上が見込まれる。

・新情報システム検討委員会におい
て現行システムにおける課題等の洗
い出しを進める。また、適宜デモ等を
実施する。

②
情
報
化
に
よ
る
事
務
の
効

率
化

環境保全課
健康課

協働推進課

①
情
報
化
に
よ
る
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

ホームペー
ジの活用

　新ホームページのアンケート機能を活用
し、簡易な申込みや意見投稿（市民の声や
パブリックコメントなど）ができるようにし、そ
こから得られた意見等を随時、施策や計画
策定に反映させる。

電子申請機
会の導入

＜環境保全課＞
　犬の登録等業務の一部については電子
申請を可能にしているが、粗大ごみ処理の
申込みなどについても情報化を進め、電子
申請機会の拡大に取り組む。

＜健康課＞
　がん検診の受診申込みについて電子申
請が可能かどうか検討し、可能であれば導
入する。

計画的な基
幹管路の耐
震化

　水道水の安定供給のため、計画的に基
幹管路の耐震化を進める。

　基幹管路の耐震化工事を進めることにより、
耐震化率を向上させることができる。

目標耐震化率
　32年度 50.5％

※27年度基幹管路耐震化率　18.8％
（27年度全国平均　22.5％、27年度愛知県平
均　38.5％）

　各種申込みなどの電子申請を可能にするこ
とで、市民サービスの向上を図ることができ
る。

・平成27年度に行った実施設計を基
に、耐震化工事を行い耐震化率の向
上を図る。

・新ホームページのリリースに合わせ
てアンケートフォームを設定し、意見
聴取に活用する。

・他の自治体の事例等を研究する。

　簡易な手続きがホームページからできるよう
になり、利便性が高まる。また、集計機能を活
用することで迅速な集計、分析が可能になる
とともに、市民の声を市政に反映しやすくな
る。

協働推進課
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28 29 30 31 32

№
行政経営プラ
ンの位置づけ

取組業務 所管課 取組内容
年度目標

効果見込 平成28年度の計画

実施 実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施 実施

検討 実施 実施 実施 実施

実施 実施 実施 実施 実施

⑷
情
報
化
へ
の
取
組
と
市
民
と
の
行
政
情
報
の
共
有

45

46

47

44 協働推進課

③
市
民
と
行
政
の
情
報
の
共
有

・自治体情報システム強靭性向上モ
デルに沿ってネットワーク環境の整
備を行う。
・セキュリティ研修、標的型攻撃メー
ルへの対応訓練等を実施する。

　市民が期待していること、知りたいと思って
いることを的確に把握し、それに対する市の考
え方や対応を多様な手段により積極的に公
開・伝達していくことで情報の共有化が進む。

④
情
報
セ
キ

ュ
リ
テ
ィ
の
確
保

セキュリティ
レベルの向
上

　 新のセキュリティ対策について、常に情
報収集を行い、その時々に対応した高度な
セキュリティレベルを確保する。
　また、セキュリティ研修、標的型攻撃メー
ルへの対応訓練等を継続的に実施し、セ
キュリティ意識の向上に努める。

　セキュリティレベルが一定水準に保たれるこ
とにより、安心して情報やサービスの提供を受
けることができる。

広聴活動の
充実と的確
な情報発信

協働推進課

協働推進課

生涯学習課

　市政モニター、市民の声、タウンミーティ
ング等で広く意見を募集するほか、行政区
等と意見交換会を実施するなど、積極的に
要望や困りごとの把握に努める。
　また、ホームページの充実やほっと情報
メールの配信を行う。

・ホームページのリニューアルを行
い、必要な情報を得やすくするととも
に、トップページ等で効果的に情報を
伝える。

市民との協
働による広
報紙づくり

　広報モニターの活動支援を行う。
　市民からの情報発信を行う。

　市民目線で情報発信ができる広報紙とする
ことで、市からのお知らせだけでなく、身近な
情報や新しい発見に触れることができるため、
情報の共有化が進む。

・「広報モニターさんのまちかどス
ナップ」を掲載し、ローカルな情報に
もスポットをあてて紹介する。

民俗資料等
のデータベー
ス化と活用

　郷土資料室に所蔵する民俗資料のデー
タベース化を進め、それらの情報を活用し
ホームページ上で企画展を開催する。

　郷土の歴史や文化に対する理解を深め、郷
土愛を育む。

・岩倉民具研究会への委託により、
郷土資料室に所蔵する民俗資料の
データベース化を進めるとともに、そ
れらの情報を活用した企画展につい
て先進的な事例を参考に検討を進め
る。
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計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績 計画 実績

88 88 88 88 88 440 0

税務課 (2)① 8 市税の収納率の向上 7,579,857 7,586,597 7,593,337 7,599,918 7,606,499 37,966,208 0

　　　　　　　　　　　　　　　　市税（現年度分） 6,398,640 6,401,868 6,405,096 6,408,325 6,411,553 32,025,482 0

　　　　　　　　　　　　　　　　市税（滞納繰越分） 75,971 76,446 76,921 77,237 77,554 384,129 0

　　　　　　　　　　　　　　　　国民健康保険税
　　　　　　　　　　　　　　　　（現年度分）

1,105,247 1,108,283 1,111,319 1,114,356 1,117,392 5,556,597 0

　　　　　　　　　　　　　　　　国民健康保険税
　　　　　　　　　　　　　　　　（滞納繰越分）

140,952 141,072 141,193 141,253 141,313 705,783 0

335 335 335 335 335 1,675 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

13,795 13,795 13,795 13,795 13,795 68,975 0

12,616 12,616 0

229 229 229 229 229 1,145 0

95 95 95 95 95 475 0

             計 7,593,220 0 7,587,344 0 7,594,084 0 7,600,665 0 7,607,246 0 37,982,559 0

行政経営プラン行動計画のうち財政効果が見込まれる項目
（単位：千円）

所管課
位置
づけ

№ 取組業務
28 29 30 31

（内訳）平成２７年度調定額（669,101,200円）を基準とし、目標収納率が達成された場合に増収する額

32 計

市民窓口課 (2)① 7 後期高齢者医療保険料の収納率の向上

（内訳）平成２７年度調定額(438,084,200円）を基準とし、目標収納率が達成された場合に増収する額

子育て支援
課

(2)① 11 保育料の収納率の向上

（内訳）平成２７年度調定額（122,627,950円）を基準とし、目標収納率が達成された場合に増収する額

（内訳）平成２７年度調定額（市税：現年度分6,456,750,418円、滞納繰越分316,546,072円、国民健康保険税：現年度分1,214,556,800円、滞納繰越分
601,331,746円）を基準とし、目標収納率が達成された場合に増収する額

長寿介護課 (2)① 9 介護保険料の収納率の向上

- (2)③ 21 経常経費等の削減

（内訳）予算積算時に見直しを行う経常経費等の額

学校教育課 (2)① 10 給食費の収納率の向上

（内訳）平成２７年度調定額(172,447,240円）を基準とし、目標収納率が達成された場合に増収する額

上下水道課 (2)⑤ 24 上水道事業健全経営（下水道使用料分）

（内訳）平成２７年度調定額（238,448,850円）を基準とし、目標収納率が達成された場合に増収する額

子育て支援
課

(2)① 12 放課後児童健全育成手数料の収納率の向上

（内訳）平成２７年度調定額（10,614,580円）を基準とし、目標収納率が達成された場合に増収する額

秘書企画課 (2)② 15 ふるさといわくら応援寄附金の積極的な推進

（内訳）平成２７年度寄附金額（歳入）－平成２７年度寄附金謝礼等支出額（歳出）

上下水道課 (2)⑤ 24 上水道事業健全経営

（内訳）平成２７年度調定額（571,477,630円）を基準とし、目標収納率が達成された場合に増収する額




